
以下の項⽬について、掲⽰事項に記載されている内容を⾃院の管理するホームページにも記載すること。 
※⾃院ホームページへの掲載が必要で、経過措置の対象となっていたもののみ抜粋。 

no 項⽬ 掲⽰事項 

1 保険外負担に関する事項 

① いわゆる保険外負担については、その適切な運⽤を期するため、院内掲⽰及びウェブサイト掲載の
対象とすることとしたものであること。なお、保険外負担の在り⽅については、「療養の給付と直
接関係ないサービス等の取扱いについて」（平成 17 年９⽉１⽇保医発第 0901002 号）等を参考に
されたいこと。   

② 具体的には、次に掲げる事項を掲⽰するとともに、原則としてウェブサイトに掲載するものとする
こと。   
ア 法令の規定に基づかず、患者から費⽤の⽀払を受けている個々の「サービス」⼜は「物」につ

いて、その項⽬とそれに要する実費   
イ 「介護料」「⽣⽣料料費」等の、治療(看護)⾏為及びそれに密接に関連した「サービス」⼜は

「物」については、患者から費⽤を徴収することは認められていないこと。 また、「施設管理
費」「雑費」等曖昧な名⽬での費⽤徴収は認められていないこと。 

③ なお、保険外併⽤療養費に係る事項については、療担規則第５条の４第）項及び療担基準第５条の
４第）項に基づき、その内容及び費⽤につき院内掲⽰を⾏う旨定められているところであるが、今
後とも当該事項を院内の⾒やすい場所に掲⽰するとともに、原則としてウェブサイトに掲載するこ
との徹底が図られるべきものであること。    



2 ⼊院医療に係る特別の療養環境の提供 

特別療養環境室へ⼊院させた場合においては、次の事項を履⾏するものであること。  
① 保険医療機関内の⾒やすい場所、例えば、受付窓⼝、待合室等に特別療養環境室の各々についてそ 

のベッド数、特別療養環境室の場所及び料⾦を患者にとって分かりやすく掲⽰しておくこと。ま
た、当該掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとするこ
と。ただし、⾃ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではな
い。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設けている。 

② 特別療養環境室への⼊院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料⾦等について
明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ⼊院させること。   

③ この同意の確認は、料⾦等を明⽰した⽂書に患者側の署名を受けることにより⾏うものであるこ
と。なお、この⽂書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提⽰できるようにしておくこと。  

3 外来医療に係る特別の療養環境の提供 
外来医療に係る特別の療養環境の提供においても、上記「⼊院医療に係る特別の療養環境の提供」の
取扱いが準⽤される。  

4 予約に基づく診察に関する事項 

院内に患者にとって分かりやすく掲⽰するとともに、保険医療機関の受付窓⼝の区分、予約でない患
者に対する受付窓⼝での説明、予約患者でない患者への番号札の配布等、各保険医療機関に応じた⽅
法により、予約患者とそうでない患者のそれぞれについて、当該取扱いが理解されるよう配慮するも
のとすること。  
また、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、⾃ら管理する
ホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。なお、 ウェブサイトへの掲
載について、令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設けている。 



5 

保険医療機関が表⽰する診療時間以外の
時間における診察に関する事項（緊急の
受診の必要性はないが患者が⾃由な選択
に基づき、⾃⼰の都合により時間外診察
を希望した場合） 

本制度に基づき時間外診察に係る費⽤徴収を⾏おうとする保険医療機関は、時間外診察に係る費⽤徴
収についての掲⽰をあらかじめ院内の⾒やすい場所に患者にとって分かりやすく⽰しておかなければ
ならないこと。また、当該掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならない
ものとすること。ただし、⾃ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限
りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設け
ている。 

6 
医科点数表等に規定する回数を超えて受
けた診療であって別に厚⽣労働⼤⾂が定
めるものに関する事項  

医科点数表等に規定する回数を超えて⾏う診療に係る特別の料⾦の徴収を⾏おうとする保険医療機関
は、本制度の趣旨を患者に適切に情報提供する観点から、当該事項について院内の⾒やすい場所に分
かりやすく掲⽰しておかなければならないこと。また、当該掲⽰事項について、原則として、ウェブ
サイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、⾃ら管理するホームページ等を有しない
保険医療機関については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和７年５⽉ 
31 ⽇までの間、経過措置を設けている。  

7 

⽩内障に罹患している患者に対する⽔晶
体再建に使⽤する眼鏡装⽤率の軽減効果
を有する多焦点眼内レンズの⽀給に関す
る事項  

眼鏡装⽤率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの⽀給に係る特別の料⾦の徴収を⾏おうとする保険
医療機関は、本制度の趣旨を患者に適切に情報提供する観点から、(１)に⽰す本制度の趣旨及び特別
の料⾦について院内の⾒やすい場所に患者にとって分かりやすく掲⽰しておかなければならないこ
と。また、当該掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとする
こと。ただし、⾃ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではな
い。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設けている。  

8 

主として患者が操作等を⾏うプログラム
医療機器であって、保険適⽤期間の終了
後において患者の希望に基づき使⽤する
ことが適当と認められるものの使⽤に関
する事項 

本制度に基づき、主として患者が操作等を⾏うプログラム医療機器の保険適⽤期間の終了後における
使⽤に係る費⽤を徴収する保険医療機関は、当該プログラム医療機器の使⽤に係る費⽤について、あ
らかじめ院内の⾒やすい場所に患者にとって分かりやすく掲⽰しておかなければならないこと。ま
た、当該掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。
ただし、⾃ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。な
お、ウェブサイトへの掲載について、令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設けている。 



9 
間歇スキャン式持続⾎糖測定器の使⽤
（算定告⽰に掲げる療養としての使⽤を
除く）に関する事項 

本制度に基づき、間歇スキャン式持続⾎糖測定器の使⽤に係る費⽤を徴収する保険医療機 関は、間歇
スキャン式持続⾎糖測定器の使⽤に係る費⽤について、あらかじめ院内の⾒やすい場所に患者にとっ
て分かりやすく掲⽰しておかなければならないこと。また、当該掲⽰事項について、原則として、ウ
ェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、 ⾃ら管理するホームページ等を有し
ない保険医療機関については、この限りではない。なお、 ウェブサイトへの掲載について、令和７年
５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設けている。  

10 
医療上必要があると認められない、患者
の都合による精⼦の凍結⼜は融解に関す
る事項 

本制度に基づき、精⼦の凍結⼜は融解に係る費⽤を徴収する保険医療機関は、精⼦の凍結⼜は融解に
係る費⽤について、あらかじめ院内の⾒やすい場所に患者にとって分かりやすく掲⽰しておかなけれ
ばならないこと。また、当該掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならな
いものとすること。ただし、⾃ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この
限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、 令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設
けている。 

11 
⻑期収載品の処⽅等⼜は調剤に関する事
項  

⻑期収載品の処⽅等⼜は調剤を⾏おうとする保険医療機関⼜は保険薬局は、本制度の趣旨を患者に適
切に情報提供する観点から、(１)に⽰す本制度の趣旨及び特別の料⾦について院内の⾒やすい場所に
患者にとって分かりやすく掲⽰しておかなければならないこと。 また、当該掲⽰事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、⾃ら管理するホームペー
ジ等を有しない保険医療機関⼜は保険薬局については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの
掲載について、令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設けている。 



12 ⼊院時⾷事療養費 

特別のメニューの⾷事を提供している保険医療機関は、各々次に掲げる事項を病棟内等の患者に⾒え
やすい場所に掲⽰するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載するものとする。ウェブサイトへ
の掲載について、保険医療機関が⾃ら管理するホームページ等を有しない場合はこの限りではない。
なお、ウェブサイトへの掲載について、令和７年５⽉ 31 ⽇までの間、経過措置を設けている。  
① 当該保険医療機関においては毎⽇、⼜は予め定められた⽇に、予め患者に提⽰したメニューから、 

患者の⾃⼰負担により特別メニューの⾷事を患者の希望により選択できること。  
② 特別メニューの⾷事の内容及び特別料⾦ 
 具体的には、例えば１週間分の⾷事のメニューの⼀覧表（複数メニューを含む特別 のメニューの⾷ 
事については、基本メニューと区分して、特別料⾦を⽰したもの 等）。あわせて、⽂書等を交付しわ
かりやすく説明すること。 

 


